
 

 

 

  

令和２年６月 12日 

長崎市まちづくり部景観推進室 

 

 長崎市版「歴史まちづくりカード」を発行します！（限定 8,000枚） 

 

「歴史まちづくり法」に基づき策定した「長崎市歴史的風致維持向上計画」が、３月２４

日付で主務大臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣）により認定されました。 

 これを記念して「歴史まちづくりカード」を発行しますのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要 

歴まち認定都市の象徴的な風景写真や歴史まちづくり

情報を紹介したカード型パンフレットです。歴史まちづ

くりに取り組む都市の魅力をＰＲするため、国土交通省

九州地方整備局と九州管内の歴まち認定を受けた 12 市

町が連携し発行。 

配布開始 

令和２年６月 19日（金）午前９時～ 

配布場所 

東山手地区町並み保存センター 

（長崎市東山手町６-25） 

配布時間 

午前９時～午後５時（休館日：毎週月曜日（祝日を除く）、12月 29日～１月３日） 

限 定 

８，０００枚（なくなり次第終了） 

条 件 

無料・１人１枚 

お問合せ 

 景観推進室 嶋本（内線：3540） 

 

 

 


